
■　手数料表

 

■　返戻金制度について

当事務所は返戻金制度（紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、

手数料の全部又は一部を返戻する制度）を設けています。詳細は原則として下記のとおりです。

返戻条件等の詳細については、契約書または覚書の該当条項をご確認ください。 事業所名　　株式会社センチュリーアンドカンパニー　

　　　　　　東日本事業部

入社１ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の１００％ 所在地　　　〒103-0027　 東京都中央区日本橋２丁目１２番１０号

入社１ケ月を超えて３ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の５０％ 　　　　　　　　　　　　　髙島屋グループ本社ビル４階

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　職業紹介が成功した場合において、当該
　求職者の就職後1年間に支払われる賃金
（内定書や労働条件通知書等に記載されてい
　る額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。
求人の充足に向けた求人者に
対する専門的な相談・助言
サービス

成功報酬
　当該求職者の就職後1年間に支払われる賃
　金（内定書や労働条件通知書等に記載され
　ている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。

退職時期 返戻金の割合 許可番号　　１３ーユー０１０２６５

再
就
職
支
援
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

求人受理時の事務費用

　
３，０００円

求人受理時の事務費用 ※手数料負担者は、求人者とします。

就職を容易にするための求職
者に対する専門的な相談・助
言

着手金　　　　  　１，０００，０００円

相談・助言終了時　 　 ２００，０００円

成功報酬　　　　　　 　　 　　１００％

手数料負担者は、関係雇用主とします。

※手数料負担者は、求人者とします。

一
般
登
録
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

サ
ー
チ
・
ス
カ
ウ
ト
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

特定の条件による特別の求職
者の開拓やその点の調査・探
索

着手金　　　　 　 １，０００，０００円

活動1日あたり　　     ２００，０００円

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。



■　手数料表

 

■　返戻金制度について

当事務所は返戻金制度（紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、

手数料の全部又は一部を返戻する制度）を設けています。詳細は原則として下記のとおりです。

入社１ケ月を超えて３ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の５０％ 　　　　　　　　　　　　　名駅ビルディング４階

返戻条件等の詳細については、契約書または覚書の該当条項をご確認ください。 事業所名　　株式会社センチュリーアンドカンパニー　

　　　　　　東海営業部

上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。

退職時期 返戻金の割合 許可番号　　１３ーユー０１０２６５

入社１ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の１００％ 所在地　　　〒450-0002　 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２６番２２号

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

特定の条件による特別の求職
者の開拓やその点の調査・探
索

着手金　　　　 　 １，０００，０００円

活動1日あたり　　     ２００，０００円

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　職業紹介が成功した場合において、当該
　求職者の就職後1年間に支払われる賃金
（内定書や労働条件通知書等に記載されてい
　る額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。
求人の充足に向けた求人者に
対する専門的な相談・助言
サービス

成功報酬
　当該求職者の就職後1年間に支払われる賃
　金（内定書や労働条件通知書等に記載され
　ている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

求人受理時の事務費用

　
３，０００円

求人受理時の事務費用 ※手数料負担者は、求人者とします。

就職を容易にするための求職
者に対する専門的な相談・助
言

着手金　　　　  　１，０００，０００円

相談・助言終了時　 　 ２００，０００円

成功報酬　　　　　　 　　 　　１００％

手数料負担者は、関係雇用主とします。

※手数料負担者は、求人者とします。

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

一
般
登
録
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

サ
ー
チ
・
ス
カ
ウ
ト
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

再
就
職
支
援
型



■　手数料表

 

■　返戻金制度について

当事務所は返戻金制度（紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、

手数料の全部又は一部を返戻する制度）を設けています。詳細は原則として下記のとおりです。

返戻条件等の詳細については、契約書または覚書の該当条項をご確認ください。 事業所名　　株式会社センチュリーアンドカンパニー　

　　　　　　西日本事業部

入社１ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の１００％ 所在地　　　〒542-0076　 大阪府大阪市中央区何番３丁目６番１１号

入社１ケ月を超えて３ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の５０％ 　　　　　　　　　　　　　なんば池田ビル９階

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　職業紹介が成功した場合において、当該
　求職者の就職後1年間に支払われる賃金
（内定書や労働条件通知書等に記載されてい
　る額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。
求人の充足に向けた求人者に
対する専門的な相談・助言
サービス

成功報酬
　当該求職者の就職後1年間に支払われる賃
　金（内定書や労働条件通知書等に記載され
　ている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。

退職時期 返戻金の割合 許可番号　　１３ーユー０１０２６５

再
就
職
支
援
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

求人受理時の事務費用

　
３，０００円

求人受理時の事務費用 ※手数料負担者は、求人者とします。

就職を容易にするための求職
者に対する専門的な相談・助
言

着手金　　　　  　１，０００，０００円

相談・助言終了時　 　 ２００，０００円

成功報酬　　　　　　 　　 　　１００％

手数料負担者は、関係雇用主とします。

※手数料負担者は、求人者とします。

一
般
登
録
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

サ
ー
チ
・
ス
カ
ウ
ト
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

特定の条件による特別の求職
者の開拓やその点の調査・探
索

着手金　　　　 　 １，０００，０００円

活動1日あたり　　     ２００，０００円

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。



■　手数料表

 

■　返戻金制度について

当事務所は返戻金制度（紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、

手数料の全部又は一部を返戻する制度）を設けています。詳細は原則として下記のとおりです。

入社１ケ月を超えて３ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の５０％ 　　　　　　　　　　　　  岡山髙島屋東館３階

返戻条件等の詳細については、契約書または覚書の該当条項をご確認ください。 事業所名　　株式会社センチュリーアンドカンパニー　

　　　　　　岡山グループ

上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。

退職時期 返戻金の割合 許可番号　　１３ーユー０１０２６５

入社１ケ月以内 返戻金　支払った成功報酬の１００％ 所在地　　　〒700-0901　 岡山県岡山市北区本町５ー２０

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

特定の条件による特別の求職
者の開拓やその点の調査・探
索

着手金　　　　 　 １，０００，０００円

活動1日あたり　　     ２００，０００円

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　当該求職者の就職後1年間に支払われる
　賃金 （内定書や労働条件通知書等に記載
　されている額）の
　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

成功報酬

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合）
　職業紹介が成功した場合において、当該
　求職者の就職後1年間に支払われる賃金
（内定書や労働条件通知書等に記載されてい
　る額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合）
　
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中
（雇用期間が1年を超える場合は最大1年間
　分）に支払われる賃金（内定書や労働条件
　通知書等に記載されている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。
求人の充足に向けた求人者に
対する専門的な相談・助言
サービス

成功報酬
　当該求職者の就職後1年間に支払われる賃
　金（内定書や労働条件通知書等に記載され
　ている額）の

　　　　　　　　　　　　　　　１００％

※手数料負担者は、求人者とします。

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

求人受理時の事務費用

　
３，０００円

求人受理時の事務費用 ※手数料負担者は、求人者とします。

就職を容易にするための求職
者に対する専門的な相談・助
言

着手金　　　　  　１，０００，０００円

相談・助言終了時　 　 ２００，０００円

成功報酬　　　　　　 　　 　　１００％

手数料負担者は、関係雇用主とします。

※手数料負担者は、求人者とします。

求人受理後、求人者に求職者
を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

一
般
登
録
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

サ
ー
チ
・
ス
カ
ウ
ト
型

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者

再
就
職
支
援
型


